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はじめに

平成20年度から、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況につ

いて、毎年、教育委員会自らが点検・評価を行い、その結果に関する報告書を

議会に提出するとともに公表することが義務づけられました。

、「 」県教育委員会では 教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則

（平成20年３月）に基づき、毎年、前年度分の事務及び教育施策上の重要課題

について、点検・評価を行うこととしています。

２年目を迎えた点検評価報告書の作成にあたり、平成19年度版の点検評価報

告書をベースに、できる限りグラフ・図表データを用いて客観性を持たせると

ともに、イメージを捉えていただけるよう写真を多用するなど、県民の皆様に

とってわかりやすい報告書となるよう工夫しました。

また、昨年に引き続き、上越教育大学 学長 若井彌一様 と新潟大学 理事・

副学長 生田孝至様 から教育委員全員による協議会の場にご出席いただき、示

唆に富むご意見を頂戴しました。

県議会議員各位並びに県民の皆様には、本報告書により、県教育委員会の事

務・事業に対しまして一層のご理解を深めていただくとともに、子どもたち一

「 」 、 「 」 、 、人一人の 個 を伸ばし 本県の将来を担う ひとづくり のために ご支援

ご協力を賜りますようお願いいたします。

新潟県教育委員会



＜参考１＞地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)抜粋

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（中略）の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会

に提出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。

＜参考２＞教育に関する事務の点検及び評価の実施に関する規則

平成20年３月31日

新潟県教育委員会規則第11号

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号。以下「法」という｡)第27条の規定に基づき、新潟県教育委員会（以下「教育委員

会」という｡)が実施する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いて、必要な事項を定めるものとする。

（点検及び評価の対象及び時期）

第２条 点検及び評価の対象は、法第23条各号に掲げる事務及び教育施策上の重要課題

とする。

２ 点検及び評価は、毎年度、前年度の前項に規定する事項について行うものとする。

（資料の整理等）

第３条 点検及び評価に資するため、事務局（法第18条に定める事務局をいう。以下同

じ｡)は、前条第１項に規定する事項について、必要な資料を整理する。

（点検及び評価に係る会議等）

第４条 点検及び評価を行うため 教育委員会は 協議会(新潟県教育委員会会議規則(昭、 、

和39年新潟県教育委員会規則第12号)第９条に定める協議会をいう。以下同じ｡)を開

催する。

２ 法第27条第２項に定める学識経験者の知見を活用するため、教育委員会は前項に規

定する協議会に、学識経験者の出席を求める。

（議会報告等）

第５条 教育委員会は、協議会の検討を踏まえ、点検及び評価の結果に関する報告書を

作成し、これを新潟県議会に提出するとともに、公表する。

（庶務）

第６条 点検及び評価の実施に関する庶務は、教育庁総務課において行う。

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。
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